
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水産土木工事共通仕様書  
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北海道水産林務部  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

水産土木工事共通仕様書 　新旧対照表（令和８年１月１日以降入札の工事より適用）  

掲 載 頁 旧 新

 水産土木工事

  共通仕様書

  Ⅰ-第1編

 　共通編-19

 

 

 

鋼製魚礁製作か

ら組立時を削除

 



 

 

水産土木工事共通仕様書 　新旧対照表（令和８年１月１日以降入札の工事より適用）  

掲 載 頁 旧 新

Ⅰ-第1編 １－１－１－61　週休２日工事の実施について  １－１－１－61　週休２日工事の実施について   

   　共通編-44 １～３　省略 １～３　省略 「週休２日工事

 ４．月単位の４週８休とは、対象期間内の全ての月毎に現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」）が２８．５％（８日 ４．月単位の４週８休とは、対象期間内の全ての月毎に現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」）が２８．５％（８ 実施要領」の改

 　／２８日）以上の水準の状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では２８．５％に満たない月は、その月の土 　日／２８日）以上の水準の状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では２８．５％に満たない月は、その月 定に伴う追記、

  　曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、４週８休（２８．５％）以上を達成しているものとみなす。 　の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、４週８休（２８．５％）以上を達成しているものとみな 文言の変更及び

    　　通期の４週８休とは、対象期間内の現場閉所率が、２８．５％（８日／２８日）の水準の状態をいう。 　す。 対象経費の削除

   ５．週休２日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休２日による 　　通期の４週８休とは、対象期間内の現場閉所率が、２８．５％（８日／２８日）の水準の状態をいう。

 　施工を実施する受注者は、その趣旨に沿った休日の取得に努めることとし、月単位の週休２日が達成できない場合におい 　　なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。  

 　ても通期の週休２日による施工に務めること。 ５．週休２日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休２日によ  

   ６～７　省略 　る施工を実施する受注者は、その趣旨に沿った休日の取得に努めることとし、月単位の週休２日が達成できない場合に

  　おいても通期の週休２日による施工を行わなければならない。  

    ６～７　省略

    

    Ⅰ-第1編 ８．現場閉所の達成状況を確認した結果、月単位の４週８休に満たない場合、補正を減ずる設計変更を行う。 ８．現場閉所の達成状況を確認した結果、月単位の４週８休に満たない場合、補正を減ずる設計変更を行う。

  　共通編-45 　　同一工事において海上作業と陸上作業が混在する工事の場合は、それぞれの週休２日確認対象期間に対する現場閉所日 　　同一工事において海上作業と陸上作業が混在する工事の場合は、それぞれの週休２日確認対象期間に対する現場閉所

    　数を合算し算出する。 　日数を合算し算出する。

      １）現場の閉所状況   １）現場の閉所状況

        月単位の４週８休以上     月単位の４週８休以上

      ２）補正方法   ２）補正方法

 　　当初予定価格から月単位の４週８休以上の達成を前提とした補正係数を労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費率、現 　　当初予定価格から月単位の４週８休以上の達成を前提とした補正係数を労務費、共通仮設費率、現場管理費率及び市  

   　場管理費率及び市場単価に乗じ、現場閉所の達成状況を確認した結果、月単位の４週８休に満たない場合、補正の対象と 　場単価に乗じ、現場閉所の達成状況を確認した結果、月単位の４週８休に満たない場合、補正の対象としない。

    　しない。 ９～１０　省略

    ９～１０　省略

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Ⅰ-第2編 ２－２－１－４　検　査  ２－２－１－４　検　査   

　漁場編-14   １　部材製作検査   １　部材製作検査  

　　　受注者は、部材製作工場において次の検査が実施され、また合格していることを確認しなければならない。 　　　受注者は、部材製作工場において次の検査が実施され、また合格していることを確認しなければならない。  

　　　なお、ここでいう「検査」は、１－１－１－２ 用語の定義 に規定する「検査」ではなく部材製作工場の責任におい 　　　なお、ここでいう「検査」は、１－１－１－２ 用語の定義 に規定する「検査」ではなく部材製作工場の責任にお  

　　て実施される検査である。 い　　て実施される検査である。  

　(1) 検査項目 　(1) 検査項目  

　　　検査は、外観、形状、寸法、溶接について行う。 　　　検査は、外観、形状、寸法、溶接について行う。  

　(2) 外　観 　(2) 外　観  

　　　外観の検査は、鋼材表面きず、甚だしい錆が無いものを合格とする。 　　　外観の検査は、鋼材表面きず、甚だしい錆が無いものを合格とする。  

　(3) 形状及び寸法 　(3) 形状及び寸法  

　　　形状及び寸法の検査は、次の基準により製作した部材全数を検査する。 　　　形状及び寸法の検査は、次の基準により製作した部材全数を検査する。  

    　①　測定方法：２－２－１－３　２に規定するスチールテープにより測定     　①　測定方法：２－２－１－３　２に規定するスチールテープにより測定  

　　　②　測定部位：高さ、幅及び長さとし、必要に応じ対角長を測定する。 　　　②　測定部位：高さ、幅及び長さとし、必要に応じ対角長を測定する。  

　　　③　測定単位：１mm 　　　③　測定単位：１mm  

　　　④　許 容 値：＋30mm、－10mm（対角長を除く） 　　　④　許 容 値：＋30mm、－10mm（対角長を除く）  

  ２　組立作業時検査 段階確認一覧表

　　　受注者は、鋼製魚礁の組立作業において重要な節目およびそれらの作業が完了した場合は必要に応じ、工事監督員の の変更に伴い削

　　検査または確認を受けるものとする。 除

　(1) 検査には、受注者または現場代理人および主任技術者が立会しなければならない。 

　(2) 受注者は、検査のために必要な測定、資料の提出、その他処理を検査職員が指示した場合は、これに従わなければな

　　らない。




